
入札公告 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び大和郡山市契約規則（昭

和３９年大和郡山市規則第８号）第３条に基づき、条件付一般競争入札（以下「入札」とい

う。）について次のとおり公告する。 

 

令和７年１０月１４日 

大和郡山市長 上田 清  

 

１．入札に付する事項 

（１）件名   大和郡山市立休日応急診療所医事会計システム賃貸借 

（２）業務内容 医事会計システム及び機器類の賃貸借、その保守並びに付随する業務 

        （別紙「賃貸借仕様書」のとおり） 

（３）契約期間 令和７年１２月１日から令和１２年１１月３０日まで（６０ヶ月） 

（４）実施場所 大和郡山市立休日応急診療所（大和郡山市本庄町地内） 

なお、この契約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３に規定する長

期継続契約とし、賃貸借は当該契約にかかる年度の予算の成立を条件とする。 

 

２．担当部局 

（１）入札担当部局 〒639-1136 奈良県大和郡山市本庄町３１７番地２ 

          大和郡山市保健センター「さんて郡山」 庶務係 

          電 話：0743-58-3333 ＦＡＸ：0743-58-3330 

          電子メール：hokenS@city.yamatokoriyama.lg.jp 

             

（２）文書の宛先  大和郡山市長 上田 清 

なお、契約条項を示す場所は入札担当部局とする。 

 

３．入札参加資格 

１ この入札に参加を希望する者は、以下の資格要件を満たさねばならない。 

（１）大和郡山市の令和６・７年度の物品購入・委託業務等業者登録（指名競争入札参加資

格者名簿）業者名簿に登録されている者。 

（２）入札公告日から過去２年間にわたり、国及び地方公共団体との賃貸借（リース）契約

（契約対象物件を問わない）を複数件、誠実に履行した実績を有する者であること。 

（３）入札公告日から過去２年以内に、国、地方公共団体及びそれらの委託を受けて休日

及び年末年始期に行われる応急診療業務（以下「休日応急診療業務」という。）を実施

する医療機関において、今回業務内容と同種同程度以上の賃貸借（リース）契約を１

ヶ月以上誠実に履行した実績を有する者であること。 



（４）医事会計システムについては、入札公告日から過去５年以内に、国、地方公共団体及

びそれらの委託を受けて休日応急診療業務を実施する奈良県内の医療機関において１

２ヶ月以上（複数の契約期間（同時期に並行して契約していた場合を含む）を合算し

て差し支えない）採用された実績（現行バージョンのシステムを直接の後継とするシ

ステム（以下「旧バージョンシステム」という。）の採用実績を含む）を有しているも

のを選定すること。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により一般競

争入札への参加を排除されていない者であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続開始の申立がなされて

いない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

がなされている者（会社更生法にあっては更正手続開始の決定、民事再生法にあって

は再生手続開始の決定を受けている者を除く）でないこと等、経営状態が著しく不健

全である者でないこと。 

（７）下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者であること。 

① 代表役員等若しくは一般役員等が，暴力団の関係者であると認められる、又は暴

力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められる。 

② 代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又

は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用する

などしていると認められる。 

③ 代表役員等又は一般役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若

しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に資金その他の財産

上の利益を提供しており、又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の

維持運営に協力若しくは関与していると認められる。 

④ 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められる。 

⑤ 代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運

営に実質的に関与していると認められ、若しくは④に該当することとなる法人、組合

等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる。 

２ この入札に参加を希望する者は、前項に掲げる入札参加資格を有することの確認を受

けるため、下記に掲げる申請書及び確認資料（以下｢申請書等｣という。）を入札担当部局

に文書で郵送提出しなければならない。 

（１）提出書類 

① 条件付一般競争入札参加申請書（様式１による） 

② 契約実績一覧（様式２による） 

③ ②の実績を確認できる契約書（契約内容・契約相手方・契約期間の確認できるも

の、写し可） 

④暴力団に関与ない旨等の誓約書兼承諾書（様式３による） 

（２）提出方法 持参もしくは郵便提出とし、入札担当部局への到達をもって提出とみ



なす。なお、郵便提出については提出期限の当日必着とする。 

（３）提出期限 令和７年１０月２７日（月） 午後５時００分 

３ ２（１）③の契約書のうち、契約相手方が大和郡山市長である契約にかかる契約書に

ついては提出を免除する。 

４ ２（３）の提出期限までに規定の書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認め

られた者は、この一般競争入札に参加することができない。 

５ 申請書を提出した者に対しては、令和７年１０月３０日（木）までに入札参加資格の

有無を通知する。 

 

４．質問及び回答 

１ 賃貸借仕様書あるいは契約内容に関する質問疑義等がある場合に限り、入札担当部局

宛電子メールにより質問書の提出を受け付けるものとする。 

２ 質問書の提出については下記のとおりとする。 

（１）提出期限   令和７年１０月２７日（月） 午後１時００分 

（２）質問書の様式 不問 

３ 質問書の提出があった場合のみ、回答を令和７年１０月３０日（木）午後５時００分

までに入札担当部局のＷｅｂページに掲載する。 

４ この一般競争入札に参加することができない者からの質問については、回答しない場

合がある。 

 

５．入札書の提出及び開札 

１ 入札書の提出及び開札については下記のとおりとする。 

（１） 入札書の提出方法 持参もしくは簡易書留による郵便提出とし、入札担当部局への到達

をもって提出とみなす。それ以外の提出は認めないものとする。 

※入札書の提出部数は、下記 ３ 入札書を入れるうち封筒 を参照すること。 

（２）入 札 保 証 金 免除（入札参加資格１（１）（２）を満たすため大和郡山市契約規則第

６条第２号に該当する） 

（３）入札書提出期限 令和７年１１月１０日（月） 午後５時００分 

（４）開 札 日 時 令和７年１１月１１日（火） 午前９時３０分 

（５）開 札 場 所 大和郡山市保健センター 会議室 

  （注）開札の立ち会いを希望する場合は、令和７年１１月１０日（月） 午後３時００分まで 

に入札担当部局宛電子メールで連絡すること。 

 ２ 入札書の金額については、「１回目の入札金額＞２回目の入札金額」となるように記入する

こと。 

 ３ 入札書を入れるうち封筒 

  別紙、「封筒記載例」に示す 

   「大和郡山市立休日応急診療所医事会計システム賃貸借 入札書１回目」 

   「大和郡山市立休日応急診療所医事会計システム賃貸借 入札書２回目」 

  と記載したそれぞれのうち封筒（合計２部）に入札書を入れて糊付けし、これを別紙、「郵送



提出例」に示す入札担当部局の宛先等を記載した外封筒に入れて提出すること。（１回目のみ

入札も可能、その場合２回目以降は辞退とみなします。） 

４ 落札後、開札を行わなかった入札書について 

   原則、シュレッダー処分としますが、返信が必要な場合は、返信用封筒（簡易書留分の料

金を貼ったもので、返送先を記入すること。）を同封すること。※受取人払いの場合は、簡易

書留郵便対応のものを提出すること。 

５ 入札書には、契約期間全般において業務を遂行するために必要になると見込まれるす

べての費用（消費税及び地方消費税額を除く）を６０で割った金額（１円未満端数切捨）

を記載するものとする。 

６ この入札において最低制限価格は設けない。 

 

６．再度の入札 

 開札の結果、予定価格の範囲内の入札がない場合は、当該開札の終了後直ちに再度の入札

を行う。再度入札は１回行うこととする。 

 

７．落札並びに契約 

１ 予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

２ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額をもって落札額とする。 

３ 落札額に１００分の１１０を乗じた金額をもって委託契約金額とする。 

４ 契約にあたっては、大和郡山市契約規則第２１条に規定する契約保証金（落札額に１

２を乗じた額の１０％以上）を支払わなければならない。ただし大和郡山市契約規則第

２２条各号の規定に該当する者は、これを免除する。 

 

８．入札の無効 

１ 下記の者がした入札は無効とする。 

（１）この公告において示した入札参加資格のない者 

（２）この公告において入札に参加できないとされた者 

（３）申請書又は添付書類に虚偽の記載をした者 

（４）入札に関する条件に違反した者 

２ 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、この公告の規定に関わらず落札

決定を取り消す。 

 

９．その他 

１ 入札にあたっては、本公告、賃貸借仕様書のほか、別紙「入札説明書」の内容について

も同意の上参加すること。 

２ 賃貸借仕様書その他必要書類については、Ｗｅｂページよりダウンロードしたものを

使用すること。 


